
　　　　　　

❖　介護老人福祉施設〈特別養護老人ホーム〉料金表 2021年8月改正
社会福祉法人邦寿会　高殿苑

負担割合　3割負担の方
保　　険
給付額
【9割】

利用者
負担額
【1割】

保　　険
給付額
【8割】

利用者
負担額
【2割】

保　　険
給付額
【7割】

利用者
負担額
【3割】

要介護度に応じたⅠ基本サービス費、Ⅱ食費及び居住費の利用者負担合計金額をお支払いいただきます。
■Ⅰ基本サービス費（介護保険サービス） 単位：円／日

単 位
サービス
費　　　用
【10割】

負担割合　1割負担の方 負担割合　2割負担の方
ユ ニ ッ ト 型 個 室

1,398 4,892 2,097
要 介 護 ２ 720 7,718 6,946 772 6,174 1,544
要 介 護 １ 652 6,989 6,290 699 5,591

5,402 2,316
要 介 護 ３ 793 8,500 7,650 850 6,800 1,700 5,950 2,550
要 介 護 ４ 862 9,240 8,316 924 7,392 1,848 6,468 2,772

1,992 6,970 2,988要 介 護 ５ 929 9,958 8,962 996 7,966
基本

日常生活継続支援加算 46 493 443 50 394 99 345 148
看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） ロ 12 128 115 13 102 26 89 39
夜勤職員配置加算（Ⅱ） ロ 18 192 172 20 153 39 134 58
科学的介護推進体制加算　１回／月 50 536 482 54 428 108 375 161

■Ⅱ食費及び居住費（介護保険外サービス） ※負担限度額認定証の段階により費用が異なります。　　単位：円／日
 第１段階  第２段階  第３段階①  第３段階② 第４段階

43 149 65
 所定単位数合計の8.3％を加算
 所定単位数合計の2.7％を加算

安全対策体制加算　１回／初回月 20 214 192 22 171

居 住 費 820 820 1,310 2,006
第  １  段  階 本人が生活保護・老人福祉年金受給者で市町村民税非課税

食 費 300 390 650 1,360 1,445

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第  ２  段  階 本人が市町村民税非課税・「老齢」「遺族」「障害」年金８０万以下であり、預貯金額　単身650万　夫婦1,650万
第  ３  段  階  ① 本人が市町村民税非課税・「老齢」「遺族」「障害」年金１２０万以下であり、預貯金額　単身550万　夫婦1,550万
第  ３  段  階  ② 本人が市町村民税非課税・「老齢」「遺族」「障害」年金１２０万以上であり、預貯金額　単身500万　夫婦1,500万

負担割合　2割負担の方 負担割合　3割負担の方
保　　険
給付額
【9割】

利用者
負担額
【1割】

保　　険
給付額
【8割】

利用者
負担額
【2割】

保　　険
給付額
【7割】

利用者
負担額
【3割】

147,930～210,803　　(注）
（注）上記金額は、Ⅰ基本サービス費に関して「高額介護サービス費」を適用した表示となっています。
　　　　「高額介護サービス費」とは、介護保険の窓口で申請することにより1ヶ月に支払った利用者負担額の合計が負担限度額（15,000～140,100）

■Ⅲその他の加算（介護保険サービス） 　　　単位：円／日

単 位 サービス
費　　　用
【10割】

負担割合　1割負担の方

第　４　段　階 １割負担 127,950 130,350 132,960 135,420

26 89 39
個別機能訓練加算（Ⅱ）　１回／月 20 214 192 22 171 43
個別機能訓練加算（Ⅰ） 12 128 115 13 102

149 65
経口維持加算（Ⅰ）　１回／月 400 4,288 3,859 429 3,430 858 3,001 1,287

65 224 97
配置医師緊急時対応加算　早朝・夜間　１回 650 6,968 6,271 697 5,574 1,394
初期加算／30日間（入居・入院） 30 321 288 33 256

4,877 2,091

5,082

配置医師緊急時対応加算　深夜　１回 1,300 13,936 12,542 1,394 11,148 2,788 9,755
1,543 1,388 155 1,234 309 1,080看取り

介護加算
（Ⅱ）

死亡日前３１日以上４５日以下 72 771 693 78 616 155 539

11,855
※上記以外、介護保険の給付対象とならないサービス(特別な食事、理美容等）については全額がご契約者の負担となります。

1,673 5,852 2,509
死亡日 1,580 16,937 15,243 1,694 13,549 3,388
死亡日前日および前々日 780 8,361 7,524 837 6,688

232
死亡日前４日以上３０日以下 144 463

4,181

　　　　を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
　　　　通常「高額介護サービス費」の受け取りを施設等に委任することにより、施設に対して負担限度額以上を支払う必要がなくなります。

加算

下記、Ⅲその他の加算を参照（項目に該当の方）
介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 Ⅰ
介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ
そ の 他 の 加 算

第　　　　３　　　　段　　　　階　　　　② 104,700　　(注）
137,820

２割・３割負担

第　　　　１　　　　段　　　　階 48,600　　(注）
第　　　　２　　　　段　　　　階 51,300～60,900　　(注）
第　　　　３　　　　段　　　　階　　　　① 83,400　　(注）

第  ４  段  階 本人が課税されている

ご参考）上記ⅠとⅡを計算した１ヶ月（30日）分の利用者負担額の目安 単位：円／月


